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第
１
６
４
回
通
常
国
会
は
、
本
年
１

月
20
日
に
召
集
さ
れ
、
６
月
16
日
に
閉

会
し
た
（
会
期
末
は
６
月
18
日
）。

同
国
会
で
は
、
継
続
法
案
を
含
み
１

６
６
件
の
法
律
案
が
提
出
さ
れ
、
そ
の

う
ち
98
件
が
成
立
し
た
。
そ
の
主
な
法

律
及
び
概
要
は
次
の
と
お
り
。

【
成
立
し
た
主
な
法
律
】

漓
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第
８
号
）
＝

地
方
財
政
の
収
支
が
引
き
続
き
著
し
く

不
均
衡
な
状
況
に
あ
る
こ
と
等
に
か
ん

が
み
、
地
方
交
付
税
の
総
額
の
確
保
に

資
す
る
た
め
、
平
成
18
年
度
分
の
地
方

交
付
税
の
総
額
の
特
例
措
置
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
平
成
19
年
度
か
ら
33
年
度

ま
で
の
間
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
交

付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
へ

の
繰
入
れ
に
関
す
る
特
例
等
を
改
正
す

る
ほ
か
、
各
種
の
制
度
改
正
等
に
伴
っ

て
必
要
と
な
る
行
政
経
費
の
財
源
を
措

置
す
る
た
め
地
方
交
付
税
の
単
位
費
用

を
改
正
す
る
と
と
も
に
、
一
定
の
地
方

団
体
に
退
職
手
当
の
費
用
に
充
て
る
た

め
の
地
方
債
の
発
行
を
認
め
、
首
都
圏

の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
に
係
る
財

政
上
の
特
別
措
置
を
引
き
続
き
講
ず
る

こ
と
と
し
、
ま
た
、
児
童
手
当
の
拡
充

に
伴
い
地
方
特
別
交
付
金
の
拡
充
を
図

る
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
な
っ

た
も
の
。
滷
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第

10
号
）
＝
現
下
の
経
済
・
財
政
状
況
等

を
踏
ま
え
、
持
続
的
な
経
済
社
会
の
活

性
化
を
実
現
す
る
た
め
の
あ
る
べ
き
税

制
の
構
築
に
向
け
、
所
得
税
か
ら
個
人

住
民
税
へ
の
本
格
的
な
税
源
移
譲
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
定
率
減
税
を
廃
止

し
、
併
せ
て
法
人
関
連
税
制
、
土
地
・

住
宅
税
制
、
国
際
課
税
、
酒
税
・
た
ば

こ
税
等
に
つ
き
所
要
の
措
置
を
講
じ
た

も
の
。
澆
工
業
再
配
置
促
進
法
を
廃
止

す
る
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第
32
号
）

＝
近
年
の
経
済
的
環
境
の
変
化
等
に
よ

り
、
国
が
対
象
地
域
を
定
め
て
工
業
の

再
配
置
を
促
進
す
る
必
要
性
が
低
下
し

た
こ
と
に
か
ん
が
み
廃
止
し
た
も
の
。

潺
中
小
企
業
の
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術

の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
18
年

法
律
第
33
号
）
＝
中
小
企
業
の
も
の
づ

く
り
基
盤
技
術
の
高
度
化
が
我
が
国
製

造
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
新
た

な
事
業
の
創
出
に
お
い
て
果
た
す
役
割

の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
中
小
企
業
が

そ
の
高
度
化
に
向
け
て
行
う
研
究
開
発

及
び
そ
の
成
果
の
利
用
を
促
進
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
。
潸
都
市
の

秩
序
あ
る
整
備
を
図
る
た
め
の
都
市
計

画
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
18
年
法
律
第
46
号
）
＝
都
市
の
秩
序

あ
る
整
備
を
図
る
た
め
、
準
都
市
計
画

区
域
制
度
の
拡
充
、
開
発
許
可
を
要
す

る
開
発
行
為
の
範
囲
の
見
直
し
、
都
市

計
画
区
域
（
市
街
化
調
整
区
域
を
除

く
。）
ま
た
は
準
都
市
計
画
区
域
の
う

ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
に

お
け
る
建
築
物
の
建
築
制
限
の
見
直

し
、
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る

法
律
に
よ
る
先
買
い
に
係
る
土
地
を
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
用
途
の
範
囲
の
拡

大
等
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
。

澁
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る

た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
18
年
法
律
第
47
号
）
＝
簡
素

で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
こ
と
が

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が

み
、
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す

る
た
め
の
行
政
改
革
に
つ
い
て
、
そ
の

基
本
理
念
及
び
重
点
分
野
並
び
に
各
重

点
分
野
に
お
け
る
改
革
の
基
本
方
針
そ

の
他
の
重
要
事
項
を
定
め
る
と
と
も

に
、
行
政
改
革
推
進
本
部
を
設
置
す
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
総
合
的
に
推
進

す
る
も
の
。
澀
競
争
の
導
入
に
よ
る
公

共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律

（
平
成
18
年
法
律
第
51
号
）
＝
国
の
行

政
機
関
等
又
は
地
方
公
共
団
体
が
自
ら

実
施
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
そ

の
実
施
を
民
間
が
担
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
は
民
間
に
委
ね
る
観
点
か
ら
、
こ

れ
を
見
直
し
、
民
間
事
業
者
の
創
意
と

工
夫
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
一
体
の
業
務
を
選
定
し
て
官
民
競
争

入
札
等
に
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
維
持
向
上
及
び
経
費

の
削
減
を
図
る
改
革
を
実
施
す
る
た

め
、
そ
の
基
本
理
念
、
公
共
サ
ー
ビ
ス

改
革
基
本
方
針
の
策
定
、
官
民
競
争
入

札
等
の
手
続
、
落
札
し
た
民
間
事
業
者

が
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
、
官
民
競
争
入
札
等
監
理

委
員
会
の
設
置
そ
の
他
必
要
な
事
項
を

定
め
た
も
の
。
潯
中
心
市
街
地
に
お
け

る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の

活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成

18
年
法
律
第
54
号
）
＝
近
年
に
お
け
る

急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
消
費
生

活
の
変
化
等
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化

に
か
ん
が
み
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る

都
市
機
能
の
増
進
及
び
経
済
活
力
の
向

上
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る

た
め
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す

る
基
本
理
念
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、

市
町
村
が
作
成
し
内
閣
総
理
大
臣
に
よ

る
認
定
を
受
け
た
基
本
計
画
に
基
づ
く

事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置
等
を
集
中

的
に
講
じ
た
も
の
。
潛
中
小
企
業
等
協

同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
18
年
法
律
第
75
号
）
＝
近
年
、

中
小
企
業
組
合
に
つ
い
て
、
事
業
の
大

規
模
化
、
多
様
化
が
進
む
と
と
も
に
運

営
規
律
が
十
分
に
働
か
な
く
な
っ
て
い

る
状
況
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
か
ん
が

み
、
そ
の
規
律
の
強
化
を
図
る
と
と
も

に
、
中
小
企
業
組
合
の
行
う
共
済
事
業

に
つ
い
て
、
事
業
規
模
に
応
じ
た
健
全

な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講

じ
た
も
の
。

★
「
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、

組
合
法
及
び
団
体
法
が
改
正
さ
れ
、
５

月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
は
本
誌
６

月
号
お
よ
び
７
月
号
で
掲
載
し
た
と
お

り
で
す
。さ
ら
に
、こ
の
た
び
成
立
し
た

「
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」の
内
容
に
つ
い
て

も
既
に
、５
月
号
で
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
整
備
法
施
行
や
組
合
法
の
改

正
に
伴
い
、
既
存
の
大
多
数
の
組
合
で

は
、
当
面
の
間
、
早
急
に
実
務
的
変
更

を
求
め
ら
れ
る
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
、
関
係
政
省
令
等
が
示
さ
れ
た
段

階
で
、
改
め
て
具
体
的
に
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。
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